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第
一
条

こ
の
規
則
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
特
定
公
園
施
設
の
設
置
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二

十
四
年
愛
知
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
園
路
及
び
広
場
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
一
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

車
止
め
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
車
止
め
の
相
互
間
の
間
隔
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

出
入
口
か
ら
の
水
平
距
離
が
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
水
平
面
を
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

条
例
第
二
条
第
二
号
ホ
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

縦
断
勾
配
は
、
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

横
断
勾
配
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得

な
い
場
合
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

条
例
第
二
条
第
三
号
ニ
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

手
す
り
の
端
部
の
付
近
に
は
、
階
段
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
貼
り
付
け
る

こ
と
。

二

段
鼻
の
突
き
出
し
そ
の
他
の
つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
な
い
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

階
段
の
両
側
に
は
、
立
ち
上
が
り
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
側
面
が
壁
面
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

４

条
例
第
二
条
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

階
段
を
設
け
る
場
合
は
、
傾
斜
路
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
併
設
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ

の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
傾
斜
路
を
設
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
そ
の

他
の
昇
降
機
で
あ
っ
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

二

傾
斜
路
（
階
段
又
は
段
に
代
わ
り
、
又
は
こ
れ
に
併
設
す
る
も
の
に
限
る
。）
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

イ

幅
は
、
百
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
段
又
は
段
に
併
設
す
る
場
合
は
、
九
十
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

縦
断
勾
配
は
、
十
五
分
の
一
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
高
さ
が
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
傾
斜
路
は
、
八

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。

ハ

横
断
勾
配
は
、
設
け
な
い
こ
と
。

ニ

路
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ホ

高
さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
傾
斜
路
は
、
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踏
幅
百
五
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
踊
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ヘ

手
す
り
が
両
側
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ト

傾
斜
路
の
両
側
に
は
、
立
ち
上
が
り
部
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
側
面
が
壁
面
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

三

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
は
、
柵
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
九
号
）
第
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
及
び

同
令
第
二
十
一
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
床
面
に
敷
設
し
た
も
の
（
以

下
「
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
い
う
。）
そ
の
他
の
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

条
例
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
及
び
第
六
条
か
ら
第
八
条
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
特
定
公
園

施
設
の
う
ち
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上
及
び
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

十
八
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
号
）
第
二
条
第
二
項
の
主
要
な
公
園
施
設
に
接
続
し
て
い
る
こ
と
。

（
休
憩
所
及
び
管
理
事
務
所
）

第
三
条

条
例
第
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
戸

を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

条
例
第
三
条
第
一
項
第
二
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

一

カ
ウ
ン
タ
ー
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
常
時
勤
務
す
る
者
が
容
易
に
カ
ウ
ン
タ
ー
の
前
に
出
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
で
あ
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の

う
ち
一
以
上
は
、
条
例
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
及
び
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
駐
車
場
）

第
四
条

条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
数
は
、
当
該
駐
車
場
の
全
駐
車
台
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
駐
車
台
数

２
平
成
２４
年
１０
月
１６
日

火
曜
日

愛
知
県
公
報

第
２９２２

別
冊
２
号



に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
し
、
全
駐
車
台
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
駐
車
台
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
に
二
を
加
え
た
数
と
す
る
。

２

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

幅
は
、
三
百
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

当
該
駐
車
施
設
又
は
そ
の
付
近
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
駐
車
施
設
で
あ
る
旨
の
表
示

を
す
る
こ
と
。

（
便
所
）

第
五
条

条
例
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
小
便
器
は
、
床
置
式
小
便
器
、
壁
掛
式
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が

三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
便
房
が
設
け
ら
れ
た
便
所
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ

ハ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
な
い
こ
と
。

ハ

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
段
を
設
け
る
場
合
は
、
傾
斜
路
を
併
設
す
る
こ
と
。

ニ

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
標
識
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ホ

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

�

幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

�

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

３

条
例
第
五
条
第
二
項
第
一
号
の
便
房
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
な
い
こ
と
。

二

出
入
口
に
は
、
当
該
便
房
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標

識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

腰
掛
便
座
及
び
手
す
り
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
水
洗
器
具
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

五

前
項
第
一
号
イ
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準

４

条
例
第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
便
所
に
係
る
同
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

出
入
口
に
は
、
当
該
便
所
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
標

識
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

第
二
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
及
び
ホ
並
び
に
第
二
号
並
び
に
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
基
準

（
屋
根
付
広
場
）

第
六
条

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
屋
根
付
広
場
を
設
け
る
場
合

は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
入
口
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

幅
は
、
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

ハ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
な
い
こ
と
。

ハ

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
段
を
設
け
る
場
合
は
、
傾
斜
路
を
併
設
す
る
こ
と
。

二

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
野
外
劇
場
及
び
野
外
音
楽
堂
）

第
七
条

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
野
外
劇
場
は
、
次
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

出
入
口
は
、
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

出
入
口
と
次
号
の
車
椅
子
使
用
者
用
観
覧
ス
ペ
ー
ス
及
び
第
四
号
の
便
所
と
の
間
の
経
路
を
構
成
す
る
通
路
は
、
次
に

掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

幅
は
、
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
通
路
の
末
端
の
付
近
の
広
さ
を
車
椅
子
の
転
回
に
支
障
の
な
い
も
の
と
し
た
上
で
、
幅
を
八
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

ハ
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
な
い
こ
と
。

ハ

地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
ず
段
を
設
け
る
場
合
は
、
傾
斜
路
を
併
設
す
る
こ
と
。

ニ

縦
断
勾
配
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を

得
な
い
場
合
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ホ

横
断
勾
配
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を

得
な
い
場
合
は
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ

路
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ト

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
は
、
柵
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
そ
の
他
の
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
野
外
劇
場
の
収
容
定
員
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
収
容
定
員
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
以
上
、
収
容
定

員
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
収
容
定
員
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
に
二
を
加
え
た
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
が
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円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
観
覧
ス
ペ
ー
ス
（
以
下
「
車
椅
子
使
用
者
用
観
覧
ス
ペ
ー
ス
」
と
い
う
。）
を
設
け
る
こ

と
。

四

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
便
所
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の

う
ち
一
以
上
は
、
条
例
第
五
条
第
二
項
に
定
め
る
基
準
及
び
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

車
椅
子
使
用
者
用
観
覧
ス
ペ
ー
ス
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

幅
は
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
奥
行
き
は
百
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

車
椅
子
使
用
者
が
利
用
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
が
な
い
こ
と
。

三

車
椅
子
使
用
者
が
転
落
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
は
、
柵
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用
者
の
転
落
を
防
止
す
る
た
め
の
設

備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
野
外
音
楽
堂

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
水
飲
場
及
び
手
洗
場
）

第
八
条

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
水
飲
場
は
、
高
齢
者
、
障
害

者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
手
洗
場
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

愛
知
県
流
域
下
水
道
条
例
第
八
条
第
三
号
の
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

愛
知
県
知
事

大

村

秀

章

愛
知
県
規
則
第
五
十
号

愛
知
県
流
域
下
水
道
条
例
第
八
条
第
三
号
の
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
を
定
め
る
規
則

１

愛
知
県
流
域
下
水
道
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
愛
知
県
条
例
第
一
号
）
第
八
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
排
水
施
設
及
び
処

理
施
設
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
（
こ
れ
ら
の
施
設
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。）

と
す
る
。

一

排
水
管
そ
の
他
の
下
水
が
飛
散
し
、
及
び
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
も
の

二

人
が
立
ち
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
部
分
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
を
流
下
す
る
下
水
の
上
流
端
に
お
け
る
水

質
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ

下
水
道
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
四
十
七
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
基
準

ロ

大
腸
菌
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ハ

濁
度
が
二
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
、
当
該
施
設
に
係
る
下
水
の
水
質
そ
の
他
の
状
況
か
ら
み

て
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

前
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
基
準
は
、
下
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
七
号
）
第
四
条

の
三
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

愛
知
県
知
事

大

村

秀

章

愛
知
県
規
則
第
五
十
一
号

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
道
路
の
構
造
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
愛

知
県
条
例
第
五
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
歩
道
等
）

第
二
条

条
例
第
三
条
第
七
項
の
規
則
で
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
歩
道
等
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の

と
お
り
と
す
る
。

一

歩
道
等
の
縦
断
勾
配
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り

や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

歩
道
等
（
車
両
乗
入
れ
部
を
除
く
。）
の
横
断
勾
配
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
条
例
第
三
条
第

五
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
二
パ
ー
セ

ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

歩
道
等
に
は
、
車
道
若
し
く
は
車
道
に
接
続
す
る
路
肩
が
あ
る
場
合
の
当
該
路
肩
（
以
下
「
車
道
等
」
と
い
う
。）
又
は

自
転
車
道
に
接
続
し
て
縁
石
線
を
設
け
る
こ
と
。

四

歩
道
等
（
車
両
乗
入
れ
部
及
び
横
断
歩
道
に
接
続
す
る
部
分
を
除
く
。）
に
設
け
る
縁
石
の
車
道
等
に
対
す
る
高
さ
は
、
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十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
当
該
歩
道
等
の
構
造
及
び
交
通
の
状
況
並
び
に
沿
道
の
土
地
利
用
の
状
況
等
を
考
慮

し
て
定
め
る
こ
と
。

五

歩
行
者
の
安
全
か
つ
円
滑
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
歩
道
等
と
車
道
等
の
間
に
植
樹
帯
を
設
け
、

又
は
歩
道
等
の
車
道
等
側
に
並
木
若
し
く
は
柵
を
設
け
る
こ
と
。

六

歩
道
等
（
縁
石
を
除
く
。）
の
車
道
等
に
対
す
る
高
さ
は
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
横
断

歩
道
に
接
続
す
る
歩
道
等
の
部
分
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

前
号
の
高
さ
は
、
乗
合
自
動
車
停
留
所
及
び
車
両
乗
入
れ
部
の
設
置
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
定
め
る
こ
と
。

八

歩
道
等
が
交
差
点
又
は
横
断
歩
道
に
お
い
て
車
道
等
と
接
す
る
部
分
は
、
車
椅
子
使
用
者
の
通
行
に
支
障
の
な
い
構
造

と
す
る
こ
と
。

九

横
断
歩
道
に
接
続
す
る
歩
道
等
の
部
分
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
転
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

十

車
両
乗
入
れ
部
の
う
ち
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
基
準
を
満
た
す
部
分
の
有
効
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

（
立
体
横
断
施
設
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
四
項
第
四
号
の
規
則
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

縦
断
勾
配
及
び
横
断
勾
配
は
、
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
構
造
上
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
又
は
路
面
の

排
水
の
た
め
に
必
要
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

手
す
り
の
端
部
の
付
近
に
は
、
通
路
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

三

通
路
の
両
側
に
は
、
立
ち
上
が
り
部
及
び
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
側
面
が
壁
面

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

条
例
第
四
条
第
五
項
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
構
造
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

手
す
り
の
端
部
の
付
近
に
は
、
階
段
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

二

踏
面
の
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
段
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

三

段
鼻
の
突
き
出
し
そ
の
他
の
つ
ま
ず
き
の
原
因
と
な
る
も
の
を
設
け
な
い
こ
と
。

四

階
段
の
両
側
に
は
、
立
ち
上
が
り
部
及
び
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
側
面
が
壁
面

で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五

階
段
の
下
面
と
歩
道
等
の
路
面
と
の
間
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
歩
道
等
の
部
分
へ
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
必
要
が
あ

る
場
合
は
、
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
る
こ
と
。

六

階
段
の
高
さ
が
三
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
そ
の
途
中
に
踊
場
を
設
け
る
こ
と
。

七

踊
場
の
踏
み
幅
は
、
直
階
段
の
場
合
は
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
は
当
該
階
段
の
幅
員
の
値
以
上

と
す
る
こ
と
。

３

条
例
第
四
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
さ
れ
た
立
体
横
断
施
設
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。

一

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

の
り

の
り

イ

籠
の
内
法
幅
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
内
法
奥
行
き
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
籠
の
出
入
口
が
複
数
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
乗
降

す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
の
も
の
（
開
閉
す
る
籠
の
出
入
口
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の

の
り

の
り

に
限
る
。）
は
、
内
法
幅
は
一
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
内
法
奥
行
き
は
一
・
三
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ハ

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
、
イ
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
九
十
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
以
上
と
し
、
ロ
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ニ

籠
内
に
、
車
椅
子
使
用
者
が
乗
降
す
る
際
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
を
確
認
す
る
た
め
の
鏡
を
設
け
る
こ
と
。
た

だ
し
、
ロ
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
適
合
す
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ホ

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
に
ガ
ラ
ス
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
籠
外

か
ら
籠
内
が
視
覚
的
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ヘ

籠
内
に
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

ト

籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
開
扉
時
間
を
延
長
す
る
機
能
を
設
け
る
こ
と
。

チ

籠
内
に
、
籠
が
停
止
す
る
予
定
の
階
及
び
籠
の
現
在
位
置
を
表
示
す
る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。

リ

籠
内
に
、
籠
が
到
着
す
る
階
並
び
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
の
閉
鎖
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ
る
装
置
を
設
け

る
こ
と
。

ヌ

籠
内
及
び
乗
降
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
操
作
盤
を
設
け
る
こ
と
。

ル

籠
内
に
設
け
る
操
作
盤
及
び
乗
降
口
に
設
け
る
操
作
盤
の
う
ち
視
覚
障
害
者
が
利
用
す
る
操
作
盤
は
、
点
字
を
貼
り

付
け
る
こ
と
等
に
よ
り
視
覚
障
害
者
が
容
易
に
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ヲ

乗
降
口
に
接
続
す
る
歩
道
等
又
は
通
路
の
部
分
の
有
効
幅
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
有
効
奥
行
き
は
一
・
五

メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ワ

停
止
す
る
階
が
三
以
上
で
あ
る
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
乗
降
口
に
は
、
到
着
す
る
籠
の
昇
降
方
向
を
音
声
に
よ
り
知
ら
せ

る
装
置
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
籠
内
に
籠
及
び
昇
降
路
の
出
入
口
の
戸
が
開
い
た
時
に
籠
の
昇
降
方
向
を
音
声
に

よ
り
知
ら
せ
る
装
置
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

傾
斜
路
（
そ
の
踊
場
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

有
効
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
設
置
場
所
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む

を
得
な
い
場
合
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

縦
断
勾
配
は
、
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
設
置
場
所
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
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む
を
得
な
い
場
合
は
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ

横
断
勾
配
は
、
設
け
な
い
こ
と
。

ニ

二
段
式
の
手
す
り
を
両
側
に
設
け
る
こ
と
。

ホ

手
す
り
端
部
の
付
近
に
は
、
傾
斜
路
の
通
ず
る
場
所
を
示
す
点
字
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。

ヘ

路
面
は
、
平
た
ん
で
、
滑
り
に
く
く
、
か
つ
、
水
は
け
の
良
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。

ト

傾
斜
路
の
勾
配
部
分
は
、
そ
の
接
続
す
る
歩
道
等
又
は
通
路
の
部
分
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
当

該
勾
配
部
分
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

チ

傾
斜
路
の
両
側
に
は
、
立
ち
上
が
り
部
及
び
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
る
こ
と
。
た
だ
し
、
側
面
が

壁
面
で
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

リ

傾
斜
路
の
下
面
と
歩
道
等
の
路
面
と
の
間
が
二
・
五
メ
ー
ト
ル
以
下
の
歩
道
等
の
部
分
へ
の
進
入
を
防
ぐ
た
め
必
要

が
あ
る
場
合
は
、
柵
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
工
作
物
を
設
け
る
こ
と
。

ヌ

傾
斜
路
の
高
さ
が
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
は
、
高
さ
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
ご
と
に
踏
み

幅
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
踊
場
を
設
け
る
こ
と
。

三

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

上
り
専
用
の
も
の
と
下
り
専
用
の
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
設
置
す
る
こ
と
。

ロ

踏
み
段
の
表
面
及
び
く
し
板
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。

ハ

昇
降
口
に
お
い
て
、
三
枚
以
上
の
踏
み
段
が
同
一
平
面
上
に
あ
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ニ

踏
み
段
の
端
部
と
そ
の
周
囲
の
部
分
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
踏
み
段
相
互
の
境
界
を
容
易
に
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ホ

く
し
板
の
端
部
と
踏
み
段
と
の
色
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
く
し
板
と
踏
み
段
と
の
境
界
を
容
易
に
識
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ヘ

エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
の
上
端
及
び
下
端
に
近
接
す
る
歩
道
等
及
び
通
路
の
路
面
に
お
い
て
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
へ
の
進

入
の
可
否
を
示
す
こ
と
。

ト

踏
み
段
の
有
効
幅
は
、
一
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
歩
行
者
の
交
通
量
が
少
な
い
場
合
は
、
六
十
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
自
動
車
駐
車
場
）

第
四
条

条
例
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
数
は
、
自
動
車
駐
車
場
の
全
駐
車
台
数
が
二
百
以
下
の
場
合
は
当
該
駐
車
台

数
に
五
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
し
、
全
駐
車
台
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合
は
当
該
駐
車
台
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
に
二
を
加
え
た
数
と
す
る
。

２

条
例
第
五
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
な
自
動
車
駐
車
場
の
構
造
に
関
す
る
基
準
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一

障
害
者
用
駐
車
施
設
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

当
該
障
害
者
用
駐
車
施
設
へ
通
ず
る
歩
行
者
の
出
入
口
か
ら
の
距
離
が
で
き
る
だ
け
短
く
な
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

ロ

有
効
幅
は
、
三
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ハ

障
害
者
用
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
。

二

障
害
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
停
車
の
用
に
供
す
る
部
分
（
以
下
「
障
害
者
用
停
車
施
設
」
と
い
う
。）
は
、

次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

当
該
障
害
者
用
停
車
施
設
へ
通
ず
る
歩
行
者
の
出
入
口
か
ら
の
距
離
が
で
き
る
だ
け
短
く
な
る
位
置
に
設
け
る
こ
と
。

ロ

車
両
へ
の
乗
降
の
用
に
供
す
る
部
分
の
有
効
幅
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
有
効
奥
行
き
は
一
・
五
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
等
、
障
害
者
が
安
全
か
つ
円
滑
に
乗
降
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

障
害
者
用
で
あ
る
旨
を
見
や
す
い
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
。

三

自
動
車
駐
車
場
の
歩
行
者
の
出
入
口
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
出
入
口
に
近
接
し
た
位
置

に
設
け
ら
れ
る
歩
行
者
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

有
効
幅
は
、
九
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
自
動
車
駐
車
場
外
へ
通
ず
る
歩
行
者
の
出

入
口
の
う
ち
一
以
上
の
出
入
口
の
有
効
幅
は
、
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ

戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
有
効
幅
を
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
当
該
自
動
車
駐
車
場
外
へ
通
ず
る
歩

行
者
の
出
入
口
の
う
ち
、
一
以
上
の
出
入
口
は
自
動
的
に
開
閉
す
る
構
造
と
し
、
そ
の
他
の
出
入
口
は
車
椅
子
使
用
者

が
円
滑
に
開
閉
し
て
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ハ

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
差
を
設
け
な
い
こ
と
。

四

障
害
者
用
駐
車
施
設
へ
通
ず
る
歩
行
者
の
出
入
口
か
ら
当
該
障
害
者
用
駐
車
施
設
に
至
る
通
路
の
う
ち
一
以
上
の
通
路

は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

有
効
幅
員
は
、
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ

車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
差
を
設
け
な
い
こ
と
。

ハ

路
面
は
、
平
た
ん
で
、
か
つ
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。

五

条
例
第
五
条
第
三
項
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
う
ち
一
以
上
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
前
号
に
規
定
す
る
出
入
口
に
近
接
し
て

設
け
る
こ
と
。

六

前
号
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
は
、
前
条
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

七

条
例
第
五
条
第
三
項
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
（
第
五
号
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
除
く
。）
は
、
前
条
第
三
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま

で
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

八

条
例
第
五
条
第
三
項
た
だ
し
書
の
傾
斜
路
は
、
前
条
第
三
項
第
二
号
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

九

自
動
車
駐
車
場
外
へ
通
ず
る
歩
行
者
の
出
入
口
が
な
い
階
に
通
ず
る
階
段
は
、
条
例
第
四
条
第
五
項
第
一
号
か
ら
第
四
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号
ま
で
に
定
め
る
構
造
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

十

屋
外
に
設
け
ら
れ
る
自
動
車
駐
車
場
の
障
害
者
用
駐
車
施
設
、
障
害
者
用
停
車
施
設
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
通
路
に

は
、
屋
根
を
設
け
る
こ
と
。

十
一

障
害
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
る
階
に
便
所
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
便
所
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

出
入
口
付
近
に
、
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
（
当
該
区
別
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）
並
び
に
便
所
の
構
造
を
視
覚
障

害
者
に
示
す
た
め
の
点
字
に
よ
る
案
内
板
そ
の
他
の
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

床
の
表
面
は
、
滑
り
に
く
い
仕
上
げ
と
す
る
こ
と
。

ハ

男
子
用
小
便
器
を
設
け
る
場
合
は
、
一
以
上
の
床
置
式
小
便
器
、
壁
掛
式
小
便
器
（
受
け
口
の
高
さ
が
三
十
五
セ
ン

チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
小
便
器
を
出
入
口
の
付
近
に
設
け
る
こ
と
。

ニ

ハ
の
規
定
に
よ
り
設
け
ら
れ
る
小
便
器
に
は
、
周
囲
に
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

十
二

障
害
者
用
駐
車
施
設
を
設
け
る
階
に
便
所
を
設
け
る
場
合
は
、
そ
の
う
ち
一
以
上
の
便
所
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の

い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

便
所
（
男
子
用
及
び
女
子
用
の
区
別
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
便
所
）
内
に
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利

用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
所
で
あ
る
こ
と
。

十
三

前
号
イ
の
便
房
を
設
け
る
便
所
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

第
四
号
に
規
定
す
る
通
路
と
便
所
と
の
間
の
経
路
に
お
け
る
通
路
の
う
ち
一
以
上
の
通
路
は
、
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で

に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ロ

出
入
口
の
有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ハ

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
を
設
け
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
傾
斜
路
を
設
け
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ニ

出
入
口
に
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
便
房
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表

示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

ホ

出
入
口
に
戸
を
設
け
る
場
合
は
、
当
該
戸
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

�

有
効
幅
は
、
八
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

�

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
容
易
に
開
閉
し
て
通
過
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

ヘ

車
椅
子
使
用
者
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
広
さ
を
確
保
す
る
こ
と
。

十
四

第
十
二
号
イ
の
便
房
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

出
入
口
に
は
、
車
椅
子
使
用
者
が
通
過
す
る
際
に
支
障
と
な
る
段
を
設
け
な
い
こ
と
。

ロ

出
入
口
に
は
、
当
該
便
房
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表

示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

ハ

腰
掛
便
座
及
び
手
す
り
を
設
け
る
こ
と
。

ニ

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
水
洗
器
具
を
設
け
る
こ
と
。

ホ

前
号
ロ
、
ホ
及
び
ヘ
に
定
め
る
構
造

十
五

第
十
二
号
ロ
の
便
所
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
こ
と
。

イ

出
入
口
に
は
、
当
該
便
所
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
円
滑
な
利
用
に
適
し
た
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表

示
す
る
案
内
標
識
を
設
け
る
こ
と
。

ロ

第
十
三
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ホ
及
び
ヘ
並
び
に
前
号
ハ
及
び
ニ
に
定
め
る
構
造

（
案
内
標
識
）

第
五
条

条
例
第
六
条
の
規
則
で
定
め
る
案
内
標
識
は
、
点
字
、
音
声
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
案
内
す
る
設
備

が
設
け
ら
れ
た
案
内
標
識
と
す
る
。

（
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
）

第
六
条

条
例
第
七
条
の
規
則
で
定
め
る
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
誘

導
用
ブ
ロ
ッ
ク
と
す
る
。

一

黄
色
そ
の
他
の
周
囲
の
路
面
と
の
輝
度
比
が
大
き
い
こ
と
等
に
よ
り
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
部
分
を
容
易
に
識
別
す
る
こ
と
が

で
き
る
色
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

視
覚
障
害
者
の
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
箇
所
に
、
音
声
に
よ
り
視
覚
障
害
者
を
案
内
す

る
設
備
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
乗
合
自
動
車
停
留
所
）

第
七
条

乗
合
自
動
車
停
留
所
を
設
け
る
歩
道
等
の
部
分
の
車
道
等
に
対
す
る
高
さ
は
、
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
標
準
と
す

る
も
の
と
す
る
。

２

乗
合
自
動
車
停
留
所
に
は
、
ベ
ン
チ
及
び
そ
の
上
屋
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
機
能
を
代
替
す
る
施

設
が
既
に
存
す
る
場
合
又
は
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
得
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
路
面
電
車
停
留
場
等
）

第
八
条

路
面
電
車
停
留
場
の
乗
降
場
は
、
次
に
定
め
る
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

一

有
効
幅
員
は
、
乗
降
場
の
両
側
を
使
用
す
る
も
の
は
二
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
片
側
を
使
用
す
る
も
の
は
一
・
五
メ
ー

ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二

乗
降
場
と
路
面
電
車
の
車
両
の
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
と
は
、
で
き
る
限
り
平
ら
と
す
る
こ
と
。

三

乗
降
場
の
縁
端
と
路
面
電
車
の
車
両
の
旅
客
用
乗
降
口
の
床
面
の
縁
端
と
の
間
隔
は
、
路
面
電
車
の
車
両
の
走
行
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
小
さ
く
す
る
こ
と
。

四

横
断
勾
配
は
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
標
準
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
形
の
状
況
そ
の
他
の
特
別
の
理
由
に
よ
り
や
む
を
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告 示

愛知県告示第６０１号
平成２４年９月定例県議会において議決を経た平成２４年度愛知県一般会計補正予算（第３号）等の要領は、次
のとおりである。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 歳入歳出予算の補正
平成２４年度愛知県一般会計補正予算（第３号） （△印は減を示す）
歳 入
款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

７ 分担金及び負担金 １３,５１３,９０１ ５６,２５０ １３,５７０,１５１
２ 負 担 金 １２,９５０,３８２ ５６,２５０ １３,００６,６３２

９ 国 庫 支 出 金 １８７,９１８,５３０ ９,０６５,１５０ １９６,９８３,６８０
１ 国庫負担金 １１２,０８１,４１１ ３５７,１５８ １１２,４３８,５６９
２ 国庫補助金 ７１,２６３,９６７ ８,７０７,９９２ ７９,９７１,９５９

１０ 財 産 収 入 ６,８９０,９５５ △４４,９１６ ６,８４６,０３９
１ 財産運用収入 ２,１７６,５１０ △４４,９１６ ２,１３１,５９４

１２ 繰 入 金 ２１３,８９０,６９７ １,０９４,５７０ ２１４,９８５,２６７
２ 基金繰入金 ２１２,９０５,８７４ １,０９４,５７０ ２１４,０００,４４４

１３ 繰 越 金 ４６６,７４７ ７１０,４４１ １,１７７,１８８
１ 繰 越 金 ４６６,７４７ ７１０,４４１ １,１７７,１８８

１５ 県 債 ３７４,６２６,１６６ ９,６４２,０００ ３８４,２６８,１６６
１ 県 債 ３７４,６２６,１６６ ９,６４２,０００ ３８４,２６８,１６６

歳 入 合 計 ２,２５５,１４０,２６１ ２０,５２３,４９５ ２,２７５,６６３,７５６
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計

得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

五 路 面 は 、 平 た ん で 、 滑 り に く い 仕 上 げ と す る こ と 。

六 乗 降 場 は 、 縁 石 線 に よ り 区 画 す る も の と し 、 そ の 車 道 側 に 柵 を 設 け る こ と 。

七 乗 降 場 に は 、 ベ ン チ 及 び そ の 上 屋 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 設 置 場 所 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り

や む を 得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 路 面 電 車 停 留 所 の 乗 降 場 と 車 道 等 と の 高 低 差 が あ る 場 合 は 、 傾 斜 路 を 設 け る も の と し 、 そ の 勾 配 は 、 次

に 定 め る と こ ろ に よ る も の と す る 。

一 縦 断 勾 配 は 、 五 パ ー セ ン ト 以 下 と す る こ と 。 た だ し 、 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得

な い 場 合 は 、 八 パ ー セ ン ト 以 下 と す る こ と が で き る 。

二 横 断 勾 配 は 、 設 け な い こ と 。

３ 歩 行 者 の 横 断 の 用 に 供 す る 軌 道 の 部 分 に お い て は 、 軌 条 面 と 道 路 面 と の 高 低 差 は 、 で き る 限 り 小 さ く す

る も の と す る 。

（ 休 憩 施 設 ）

第 九 条 歩 道 等 に は 、 適 当 な 間 隔 で ベ ン チ 及 び そ の 上 屋 を 設 け る も の と す る 。 た だ し 、 こ れ ら の 機 能 を 代 替

す る 施 設 が 既 に 存 す る 場 合 又 は 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な

い 。
（ 照 明 施 設 ）

第 十 条 歩 道 等 及 び 立 体 横 断 施 設 に は 、 照 明 施 設 を 連 続 し て 設 け る も の と す る 。 た だ し 、 夜 間 に お け る 当 該

歩 道 等 及 び 立 体 横 断 施 設 の 路 面 の 照 度 が 十 分 に 確 保 さ れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 乗 合 自 動 車 停 留 所 、 路 面 電 車 停 留 場 及 び 自 動 車 駐 車 場 に は 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移 動 等 円 滑 化 の た め に

必 要 で あ る と 認 め ら れ る 箇 所 に 、 照 明 施 設 を 設 け る も の と す る 。 た だ し 、 夜 間 に お け る 当 該 乗 合 自 動 車 停

留 所 、 路 面 電 車 停 留 場 及 び 自 動 車 駐 車 場 の 路 面 の 照 度 が 十 分 に 確 保 さ れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 防 雪 施 設 ）

第 十 一 条 歩 道 等 及 び 立 体 横 断 施 設 に お い て 、 積 雪 又 は 凍 結 に よ り 、 高 齢 者 、 障 害 者 等 の 安 全 か つ 円 滑 な 通

行 に 著 し く 支 障 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 箇 所 に は 、 融 雪 施 設 、 流 雪 溝 又 は 雪 覆 工 を 設 け る も の と す る 。

附 則

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 は 、 当 分 の 間 、 第 二 条 第 六 号 及 び 第 七 号 の 規 定

に よ る 基 準 に よ ら な い こ と が で き る 。

３ 地 形 の 状 況 そ の 他 の 特 別 の 理 由 に よ り や む を 得 な い 場 合 は 、 第 二 条 第 十 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当

分 の 間 、 同 号 中 「 二 メ ー ト ル 」 と あ る の は 、 「 一 メ ー ト ル 」 と す る 。

８ 平成２４年１０月１６日 火曜日 愛 知 県 公 報 第２９２２ 別冊２号



千円 千円 千円

２ 総 務 費 ７４,０９３,５０６ ９４,２８４ ７４,１８７,７９０
２ 総務管理費 ３４,８５１,６４２ ９４,２８４ ３４,９４５,９２６

５ 環 境 費 ６,９４９,９６６ ５５,８２４ ７,００５,７９０
１ 環境対策費 ６,７５２,９３４ ５５,８２４ ６,８０８,７５８

６ 健 康 福 祉 費 ３５９,２８６,９３７ ４２５,９１７ ３５９,７１２,８５４
４ 高齢福祉費 １４２,３０６,７６４ ４１９,４４３ １４２,７２６,２０７
５ 障害福祉費 ５２,４６９,４６１ ２,４９４ ５２,４７１,９５５
８ 医 薬 費 ９,５９７,８５６ ３,９８０ ９,６０１,８３６

７ 産 業 労 働 費 ２２８,４５７,５８１ ５８８,５４４ ２２９,０４６,１２５
４ 労 政 費 ７,８０１,３１６ ５８８,５４４ ８,３８９,８６０

８ 農 林 水 産 費 ６５,１００,６１４ ５７７,４０６ ６５,６７８,０２０
１ 農業総務費 １２,０２７,０９５ ４４３,２３９ １２,４７０,３３４
５ 林 業 費 １１,７９１,０３３ １３４,１６７ １１,９２５,２００

９ 建 設 費 １６８,０６６,３１９ １８,７９０,３７７ １８６,８５６,６９６
１ 建設管理費 ６,７８７,１８０ △３５４,６２３ ６,４３２,５５７
２ 道路橋りょう費 ７０,６００,９０６ １１,７１９,０００ ８２,３１９,９０６
３ 河川海岸費 ２８,７４６,５４７ ５,７９７,０００ ３４,５４３,５４７
４ 砂 防 費 ５,０８７,６２１ １２７,０００ ５,２１４,６２１
５ 港 湾 費 ９,４７６,１５８ ５０９,０００ ９,９８５,１５８
６ 漁 港 費 １,２５０,５０３ １７６,０００ １,４２６,５０３
７ 都市計画費 ２７,９２４,０８１ ８１７,０００ ２８,７４１,０８１

１０ 警 察 費 １５６,８２４,９８８ １１５,３７１ １５６,９４０,３５９
２ 警察活動費 １３,３４８,７５０ １１５,３７１ １３,４６４,１２１

１１ 教 育 費 ５６７,８２１,５０２ △１２４,２２８ ５６７,６９７,２７４
４ 高等学校費 ９４,４７４,４０９ △１２４,２２８ ９４,３５０,１８１

歳 出 合 計 ２,２５５,１４０,２６１ ２０,５２３,４９５ ２,２７５,６６３,７５６
平成２４年度愛知県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）
歳 入
款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

６ 県 債 ５１６,０００ ２１０,０００ ７２６,０００
１ 県 債 ５１６,０００ ２１０,０００ ７２６,０００

歳 入 合 計 １,９９１,５０２ ２１０,０００ ２,２０１,５０２
歳 出
款 項 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１ 港湾整備事業費 １,９９１,５０２ ２１０,０００ ２,２０１,５０２
１ 港湾整備事業費 １,０８４,７０３ ２１０,０００ １,２９４,７０３

歳 出 合 計 １,９９１,５０２ ２１０,０００ ２,２０１,５０２
２ 債務負担行為の補正
平成２４年度愛知県一般会計補正予算（第３号）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

西庁舎受変電設備整備工事 ― ― 平成２５年度から
平成２６年度まで ４３０,５０６千円

療育医療総合センター（仮称）
実施設計 ― ― 平成２５年度 ５７,４１９千円

道路改良事業一般国道３０１号用
地取得及び物件移転補償契約 ― ― 平成２５年度から平成２６年度まで ７４４,０００千円

橋りょう整備事業一般国道４１９
号高浜立体上部工事 ― ― 平成２５年度から平成２７年度まで １,５００,０００千円

橋りょう整備事業県道羽島稲
沢線新濃尾大橋建設工事 ― ― 平成２５年度 ３５０,０００千円

大規模河川管理施設機能確保
事業日光川水閘門改築工事 ― ― 平成２５年度 ８４０,０００千円

総合技術高等学校造成工事 ― ― 平成２５年度 ３７７,５７５千円

平成２４年１０月１６日 火曜日 愛 知 県 公 報 第２９２２ 別冊２号 ９



３ 県債の補正
平成２４年度愛知県一般会計補正予算（第３号）

平成２４年度愛知県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

愛知県告示第６０２号
薬物の濫用の防止に関する条例（平成２４年愛知県条例第５１号）第２条第７号の規定に基づき、知事指定薬
物を次のように指定する。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
知事指定薬物
１ １－（４－メチルフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）プロパン－１－オン（通称名デスエチル
ピロバレロン）及びその塩類
２ ２－（メチルアミノ）－１－フェニルブタン－１－オン（通称名ブフェドロン）及びその塩類
３ １－（３,４－メチレンジオキシフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ブタン－１－オン（通称名Ｍ
ＤＰＢＰ）及びその塩類
４ ２－（ベンジルアミノ）－１－（３,４－メチレンジオキシフェニル）プロパン－１－オン（通称名ＢＭＤ
Ｐ）及びその塩類
５ （２－メトキシフェニル）（１－ペンチル－１Ｈ－インドール－３－イル）メタノン（通称名ＲＣＳ－４
オルト異性体）及びその塩類

６ １から５までに掲げる物のいずれかを含有する物

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方 法 利 率 償 還 の 方 法
補正前の額 補 正 額 計

庁 舎 設 備 整 備 費
千円 千円 千円 ％

３,０００ ３６,０００ ３９,０００普通貸借又
は債券発行
（他の地方
公共団体と
の共同発行
を含む。）

９.０以内政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他
の場合には起債年度から据
置期間を含めて４０年度間以
内に元利均等、元金均等若
しくは元金不均等の方法で
毎年度１期若しくは２期に
分けて償還し、又は満期日
に元金を一括して償還する。
ただし、県財政その他の都
合により据置期間及び償還
期間を短縮し、若しくは繰
上償還し、又は利息の定率
を高めないで借り換えるこ
とができる。

小規模治山施設費 ５００,０００ ８０,０００ ５８０,０００

道路整備交付金事業費 １３,８６８,０００ ４,１７４,０００ １８,０４２,０００

道 路 整 備 事 業 費 ８,２４６,０００ １,５３０,０００ ９,７７６,０００

河川整備交付金事業費 ４,５２９,０００ ２,００１,０００ ６,５３０,０００
床上浸水対策特別緊急
事 業 費 １,５８７,０００ １２２,０００ １,７０９,０００

河 川 整 備 事 業 費 １,３４１,０００ ４５０,０００ １,７９１,０００

海岸整備交付金事業費 １,１８４,０００ ５１９,０００ １,７０３,０００

砂防整備交付金事業費 １,４４４,０００ ５４,０００ １,４９８,０００

港湾整備交付金事業費 １,０４７,０００ ２１６,０００ １,２６３,０００

廃棄物処理施設整備費 １０３,０００ ３４,０００ １３７,０００

漁港整備交付金事業費 ４６１,０００ ７５,０００ ５３６,０００

街路整備交付金事業費 ４,０９５,０００ ３５１,０００ ４,４４６,０００

合 計 ３７４,６２６,１６６ ９,６４２,０００ ３８４,２６８,１６６

起 債 の 目 的
限 度 額 起債の

方 法 利 率 償 還 の 方 法
補正前の額 補 正 額 計

特定港湾施設整備費
千円 千円 千円 ％

政府資金についてはその融
資条件により、銀行その他
の場合には起債年度から据
置期間を含めて３０年度間以
内に元利均等、元金均等若
しくは元金不均等の方法で
毎年度１期若しくは２期に
分けて償還し、又は満期日
に元金を一括して償還する。
ただし、県財政その他の都
合により据置期間及び償還
期間を短縮し、若しくは繰
上償還し、又は利息の定率
を高めないで借り換えるこ
とができる。

５１６,０００ ２１０,０００ ７２６,０００普通貸借又
は債券発行

９.０以内

合 計 ５１６,０００ ２１０,０００ ７２６,０００

１０ 平成２４年１０月１６日 火曜日 愛 知 県 公 報 第２９２２ 別冊２号



愛知県告示第６０３号
愛知県流域下水道条例（昭和５５年愛知県条例第１号。以下「条例」という。）第３条第２項第６号、第８条
第５号、第９条第１号及び第１０条第２号の規定に基づき、知事が定める措置及び数値を次のように定める。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 条例第３条第２項第６号の知事が定める措置は、下水道法施行令第１３条第６号の国土交通大臣及び環境

大臣が定める措置を定める件（平成２４年国土交通省環 境 省告示第１号）に定める措置とする。

２ 条例第８条第５号の知事が定める措置は、下水道法施行令第５条の４第５号の国土交通大臣が定める措
置を定める件（平成１７年国土交通省告示第１２９１号）第３条に定める措置とする。
３ 条例第９条第１号の知事が定める数値は、平成１６年国土交通省告示第２６２号により国土交通大臣が定める
数値とする。
４ 条例第１０条第２号の知事が定める措置は、下水道法施行令第５条の１０第２号の国土交通大臣が定める措
置を定める件（平成２４年国土交通省告示第１８６号）に定める措置とする。

愛知県告示第６０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。
その関係図面は、公示の日から１箇月間愛知県建設部道路維持課において一般の縦覧に供する。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章

愛知県告示第６０５号
国土交通省中部地方整備局長は、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２７条第１項及び道路法施行令（昭和２７
年政令第４７９号）第４条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更した。
その関係図面は、公示の日から１箇月間国土交通省中部地方整備局及び愛知県建設部道路維持課において
一般の縦覧に供する。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章

選挙管理委員会告示

愛知県選挙管理委員会告示第８５号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４項第２号（農業委員会等に関する法律施
行令（昭和２６年政令第７８号）第６条及び漁業法施行令（昭和２５年政令第３０号）第９条で準用する場合を含む。）
の規定に基づき、施設の長が不在者投票管理者となる施設として、平成２４年１０月９日次のように指定をした。
平成２４年１０月１６日

愛知県選挙管理委員会委員長 安 藤 公 爾
名 称 所 在 地

冨田病院 岡崎市本宿町字南中町３２番地
エトワール下田橋 あま市七宝町下田五之坪１１１１番地

公 告

次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

道路の
種 類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一般国道２３号 豊橋市前芝町字西塩４７番１地先から豊川市為当町六反田８３番１地先まで平成２４年１０月１７日午後４時

道路の
種 類 路 線 名

道 路 の 区 域

区 間 旧新
別 敷地の幅員 延 長

一般国道２３号 豊橋市前芝町字宇塚１０番１から額田郡幸田町大字須美字牛
ノ松４番１まで 旧

ｍ
Ａ ６.５～４０.０
Ｂ ２１.０～８０.０
Ｃ ２１.５～１９４.５

�
２３.５５５
４.４１９
１３.６３７

新 Ａ ６.５～４０.０
Ｄ １０.９～１９４.５

２３.５５５
２４.６８０

備考 Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

平成２４年１０月１６日 火曜日 愛 知 県 公 報 第２９２２ 別冊２号 １１



号）の規定が適用される調達契約に該当する場合があります。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 調達内容
� 賃借案件の名称及び数量
イントラネットセキュリティシステム 一式

� 賃借案件の仕様等
「入札説明書」で示す仕様等とします。なお、賃借には、当該機器の保守等を含みます。

� 賃借期間
平成２５年３月１日（金）から平成３０年２月２８日（水）まで
（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３の規定に基づく長期継続契約）

� 納入場所
「入札説明書」で示す場所とします。

� 入札方法
ア この入札は、あいち電子調達共同システム（物品等）のサブシステムである電子入札システム（以
下「電子入札システム」という。）により実施するため、電子署名及び認証業務に関する法律（平成１２
年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書の
うち、一般財団法人日本建設情報総合センターが提供する電子入札コアシステムに対応した証明書を
格納しているカード（以下「ＩＣカード」という。）が必要です。
電子入札システムにより難い場合は、事前に県の承認を得て、紙による入札書の提出により入札に
参加することができます。
イ 詳細な入札方法は、愛知県物品等電子調達実施要領によるものとします。
アドレス http : //www.pref.aichi.jp/0000017537.html

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相当する金額を加算した
金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格
とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ
ず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。

２ 競争参加資格
� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。
� この公告の日から開札の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関す
る合意書」（平成２４年６月２９日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）１�アに規定する調達契約か
らの排除措置を受けていない者であること。
� 物品の製造等に係る愛知県競争入札参加資格者名簿（平成２４年４月～平成２６年３月）に登録されてい
る者であること。
� この公告の日から開札の日までの期間において、愛知県出納事務局が定める指名停止取扱要領等に基
づく指名停止を受けていない者であること。
� 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てがなされていない者又
は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てがなされていない者で
あること。ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者又は会社更生法に基づく更生手
続開始の決定を受けた者で、再度の入札参加資格審査の申請を行い認定を受けた者については、再生手
続開始又は更生手続開始の申立てがなされなかった者とみなします。

３ 入札説明書の交付方法等
� 入札説明書の交付方法
平成２４年１０月１７日（水）から平成２４年１０月２２日（月）までの電子入札システムの稼働時間内に、同シス
テムにアクセスし、ダウンロードして入手してください。
アドレス http : //www.buppin.e-aichi.jp/index.html
なお、電子入札システムの稼働時間は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年１月３日までの日以外の日の午前８時から午後８時までで
す。
また、平成２４年１０月１７日から平成２４年１０月２２日まで（日曜日及び土曜日を除く。）の午前１０時から午後
５時までの間、�の場所において紙による交付も随時行います。
� 入札期間
平成２４年１１月２６日（月）午前９時から平成２４年１１月２７日（火）正午まで（電子入札システムの稼働時間
は、�のとおり。）
� 開札の日時及び場所
平成２４年１１月２７日（火） 午後１時
愛知県地域振興部情報企画課

� 問合せ先
愛知県地域振興部情報企画課ネットワーク管理グループ
名古屋市中区三の丸三丁目１－２（郵便番号４６０－８５０１）
電話（０５２）９５４－６１１５
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４ その他
� 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨に限ります。

� 入札保証金
入札に参加しようとする者は、見積金額の１００分の５以上の金額の入札保証金（愛知県財務規則（昭和

３９年愛知県規則第１０号。以下「財務規則」という。）第１５２条の４に定める入札保証金に代わる担保を含
む。）を開札期日までに納めなければなりません。ただし、財務規則第１５２条の３の規定により、全部又
は一部の納付を免除されたときは、この限りでありません。
� 入札の無効
財務規則第１５２条（入札の無効）の規定に該当する入札及びＩＣカードを不正に使用して行った入札は、
無効とします。
� 契約書作成の要否
要

� 競争入札参加者に要求される事項
入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を平成２４年１０月２３日（火）午
前９時から平成２４年１１月１日（木）午後５時までの間に、電子入札システムにより提出しなければなり
ません（電子入札システムの稼働時間は、３�のとおり。）。なお、提出した書類について説明を求めら
れたときは、これに応じなければなりません。
提出された競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を審査した結果、当該調達案件を請け負うこと
ができると認められた者に限り、落札の対象とします。
� 落札者の決定方法
財務規則第１５３条第１項の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効
な入札を行った者を落札者とします。
� その他
詳細は、入札説明書によります。

５ Summary
� Nature and quantity of products to be leased : Intranet Security System, 1 set
� Bidding period : 9 : 00 a.m., November 26, 2012 - Noon, November 27, 2012
� Contact point for the notice : Information Planning Division, Department of Regional Development and
International Affairs, Aichi Prefectural Government
3-1-2 Sannomaru, Naka-ku, Nagoya, Aichi 460-8501 Japan
Tel. 052-954-6115

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条の規定
により、次のように落札者等について公示します。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
［契約担当部局の名称及び所在地］
愛知県地域振興部情報企画課 名古屋市中区三の丸三丁目１－２
［掲載順序］
�物品等又は特定役務の名称及び数量 	落札者又は随意契約の相手方を決定した日 
落札者又は随意
契約の相手方の住所及び氏名 �落札金額又は随意契約に係る契約金額 �契約の相手方を決定した手続
入札公告を行った日
�ネットワークパソコン及び関連機器 一式（借入れ） 	平成２４年８月７日 
東京都港区浜松町２－
４－１ 東京センチュリーリース株式会社 �４０８,１５９,９９０円 �一般競争入札 平成２４年６月２６日

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款
の変更の認証の申請があったので、次のとおり公告する。
なお、関係書類は、申請のあった日から２月間愛知県県民生活部社会活動推進課（愛知県女性総合センター）
において縦覧に供する。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１� 申請のあった年月日

平成２４年９月２７日
� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人ぎふＩＴクリエイターズ

イ 代表者の氏名
細野 裕之

ウ 主たる事務所の所在地
変更前 岐阜県揖斐郡池田町
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変更後 一宮市
エ 定款に記載された目的
この法人は、地域一般住民及び諸団体・法人に対し、情報リテラシーの向上および情報化対策に関
する事業を行い、地域のＩＴ化の向上及び発展に寄与することを目的とする。

２� 申請のあった年月日
平成２４年９月２１日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人ナップの森

イ 代表者の氏名
木上 祥子

ウ 主たる事務所の所在地
春日井市押沢台４丁目５番地１９

エ 定款に記載された目的
この法人は、障害児・者とその家族・関係者、及び地域社会に対して、障害を持つ人たちとその家
族・関係者の支援や、障害があっても一人の人間としてあたりまえの生活ができるような地域生活の
場の提供に関する事業を行い、障害児・者のよりよい成長、幸福な人生の創造に寄与することを目的
とする。

３� 申請のあった年月日
平成２４年９月２４日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人ワーカーズかすがい

イ 代表者の氏名
森長 節子

ウ 主たる事務所の所在地
春日井市岩成台十丁目２番地の１０

エ 定款に記載された目的
この法人は、年をとっても、生活に障害を抱えていても住み慣れた我が家や地域で人間らしく暮ら
し続けたいという願いを実現するために、福祉サービスの事業を行い、福祉の増進と地域社会の発展
に寄与し、社会全体の利益に貢献することを目的とする。

４� 申請のあった年月日
平成２４年９月２４日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等
ア 名称
特定非営利活動法人子ども健康フォーラム

イ 代表者の氏名
長嶋 正實

ウ 主たる事務所の所在地
みよし市三好丘あおば二丁目８番地５ コンセール三好ヶ丘７０６号（篠原方）

エ 定款に記載された目的
この法人は、子どもに対して、子どもの健康が医療、保健、福祉、教育、遊び、空間、自然と文化
といった多種多様な環境から成り立っているという視点に立ち、家族、地域、社会のありかたに関す
る事業を行い、子どもの健康に寄与することを目的とする。

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により大規模小売
店舗の変更の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者
の氏名
マックスバリュ中部株式会社
三重県松阪市大口町１８５番地の１
代表取締役 正木 雄三

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地
マックスバリュ春日井坂下店
春日井市上野町字裏田１７５－３ほか３４筆

３ 大規模小売店舗の変更の日
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平成２４年１０月１９日
４ 大規模小売店舗の変更の事項及び概要

５ 大規模小売店舗の変更の理由
大規模小売店舗の名称の変更のため。

６ 届出の日
平成２４年１０月１日

７ 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

８ 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２４年１０月１６日（火）から平成２５年２月１８日（月）まで（日曜日、土曜日、平成２４年１２月２９日、平成２５
年１月２日及び３日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の
午前９時から午後５時３０分まで
９ 意見書の提出期限及び提出先
平成２５年２月１８日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定により大規模小売
店舗の変更の届出があった。
なお、法第８条第２項の規定に基づき、当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の
保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から４箇月以内に限り、愛知県に対
し意見書の提出により意見を述べることができる。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章
１ 大規模小売店舗を新設する者又は設置している者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者
の氏名
マックスバリュ中部株式会社
三重県松阪市大口町１８５番地の１
代表取締役 正木 雄三

２ 大規模小売店舗の名称及び所在地
マックスバリュ春日井坂下店
春日井市上野町字裏田１７５－３ほか３４筆

３ 大規模小売店舗の変更の日
縦覧による。

４ 大規模小売店舗の変更しようとする事項及び概要

５ 大規模小売店舗の変更の理由
顧客の利便性向上のため。

６ 届出の日
平成２４年１０月１日

７ 届出等の縦覧場所
愛知県産業労働部商業流通課（名古屋市中区三の丸三丁目１－２）

８ 届出等の縦覧の期間及び時間
平成２４年１０月１６日（火）から平成２５年２月１８日（月）まで（日曜日、土曜日、平成２４年１２月３１日、平成２５
年１月２日及び３日並びに国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の
午前９時から午後５時３０分まで
９ 意見書の提出期限及び提出先

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

大規模小売店舗の名称及び所在地
（仮称）マックスバリュ春日井店
春日井市上野町字裏田１７５－３ほか３４
筆

マックスバリュ春日井坂下店
春日井市上野町字裏田１７５－３ほか３４
筆

届 出 事 項 変 更 前 変 更 後

施設の配
置に関す
る事項

駐 輪 場
位 置 縦覧による 縦覧による

収容台数 ６７台 変更前に同じ

施設の運
営方法に
関する事
項

小売業を行う者の開店時刻 午前９時（年間１００日午前８時） 午前７時

小売業を行う者の閉店時刻 午前０時 変更前に同じ

来客が駐車場を利用すること
ができる時間帯

午前８時３０分（年間１００日午前７時
３０分）から午前０時３０分（一部午後
１０時）まで

午前６時３０分から午前０時３０分（一
部午後１０時）まで

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時（一部午前８
時３０分（年間１００日午前７時３０分））
まで

午前６時から午後１０時（一部午前６
時３０分）まで
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平成２５年２月１８日（月）
愛知県産業労働部商業流通課

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項の規定に基づき、次のように公告認定対象区域内に
おける一敷地内認定建築物以外の建築物の位置及び構造の認定をした。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章

次の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工事は完
了した。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章

次の都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定に基づき許可した開発行為に関する工事は完
了した。
平成２４年１０月１６日

愛知県知事 大 村 秀 章

正 誤

平成２４年８月３１日第２９０９号愛知県告示第５３４号及び愛知県告示第５３６号中「万燈山」は「万灯山」の誤り。

平成２４年９月１４日第２９１３号愛知県告示第５５５号中「字ノコゴウ」は「字ノコゞウ」の誤り。

認 定 番 号 認 定 年 月 日
認 定 に 係 る 公 告 認 定 対 象 区 域

認 定 番 号 認 定 年 月 日 対 象 区 域

２４尾建１０３－２ 平成２４．９．１１ ２３尾建１０３－３ 平成２３．１１．２
長久手市岩作三ケ峯１－１４、１－
１０３、１－１１４、１－１８９、１－１９２及
び１－１９３、前熊一ノ井１－２２、１－
２３、１－２４、１－２５、１－３２、１－
３３、１－９８、１－９９、１－１００、１－
１０３、１－１０５、１－７１０、１－８８２、
１－８８３、３８－５及び３８－７、岩作長
鶴４０及び４４－１並びに前熊寺田７７、
７７－１及び７９

許可番号 許 可
年月日

開発許可を受けた者の
氏 名

開発許可を受けた者の
住 所

開発区域に含まれる
地 域 の 名 称

開発区域
の 面 積

検査済証
交 付
年 月 日

２４知 建
５９－２５

平成
２４．８．２ミニストップ株式会社代表取締役 阿部 信行

東京都千代田区神田錦町一
丁目１ 知多市日長東田２－３０－１

�
４９９.４１

平成
２４．１０．３

２３尾 建
９６－１５３２３．９．２７木全きよ子 弥富市平島東１－１１６ 弥富市平島東１－１２４－１ １,２５０.８５２４．１０．４

２４東 建
６１－３ ２４．７．６株式会社間代表取締役 金田 守正豊橋市中松山町８４

田原市浦町深堀４８及び４８－
１ ８０５.０６２４．１０．５

許可番号 許 可
年月日

開発許可を受けた者
の 氏 名

開発許可を受けた者
の 住 所 工区 工区に含まれる地域

の 名 称
工 区
の 面 積

検査済証
交 付
年 月 日

２４尾 建
９６－１２２

平成
２４．９．２８

株式会社七番組
代表取締役

沢田 紳藏
半田市成岩東町７７ 第１工

区
長久手市岩作三ケ峯２－
２２２ほか１６０筆

�
４３,２１６.９０

平成
２４．１０．２
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